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　この公共基準点は、国土交通省土地・水資源局国土調査課が都市部に設置
したもので、世界測地系の座標値を持っている基準点です。
　この基準点を利用することで、土地等の位置が世界測地系の座標値に結び
つけられます。

「都市部」とは
　DID（市区町村の境域内で人口高密度4,000人/㎢以上の地区が互いに隣接して、
その人口が 5,000 人以上となる人口集中地区）の地域をいう。

「世界測地系」とは
　地球上のある地域を特定する際の「基準」のことで、最新の技術によって明らかと
なった地球の正確な形状と大きさに基づき、世界的な整合を持たせて構築された位
置の基準のこと。
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街区三角点
Φ75mm

街区多角点
Φ50mm

補助点
Φ40～50mm

TEL 025-267-1110
https://www.shinsoku.org/ 

［街区三角点］　国家基準点や公共基準点を基本に 500m間隔で設置された永久標識です。
［街区多角点］　街区三角点を基準に 200m間隔で設置された永久標識です。
［補　助　点］　街区の測量を補助するために設置された仮設標識です。

私達は、測量で使用している基準点の維持管理を支援します。

あなたの街の道路にある公共基準点を大切にしてください

表紙の写真 《魚沼市》市の花　かたくり
魚沼市は日本有数の豪雪地帯です。雪が解けて「かたくり」の花が咲くことは、春を待ち望む市民の
喜びであり雪国の春の象徴です。市内の山の至る所で咲いており、春の山菜採りの際にはほのかに
色づく花に心が癒されます。
魚沼市は平成16年11月に６町村の合併により誕生し、市の木、花、鳥、魚を公募した結果、市の花と
して「かたくり」が選定されました。




